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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算

に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に

関する手続きの取扱いについて」（令和４年３月４日保医発0304第２号。以下「施設基準通知」とい

う。）において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実

績が認められた保険医療機関として事務連絡（以下「データ提出事務連絡」という。）を受けること

が必要となっている。

今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、

施設基準通知に定める様式40の７「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出

加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。



保険医療機関名

医療法人杏林会みちのく記念病院 031‐0802 青森県八戸市小中野1丁目4-22

医療法人幕内会山王台病院 315‐0037 茨城県石岡市東石岡4-1-38

医療法人中沢会上毛病院 315‐0037 群馬県前橋市下大島町596番地1

医療法人群栄会田中病院 370‐3603 群馬県北群馬郡吉岡町陣場98

光の家療育センター 350‐0446 埼玉県入間郡毛呂山町大字小田谷字瀬田162

医療法人壽照会大谷記念病院 363‐0001 埼玉県桶川市加納字宮ノ脇2216番地

医療法人社団あい増田病院 260‐0033 千葉県千葉市中央区春日1-16-5

医療法人積仁会岡部病院 921‐8114 石川県金沢市長坂町チ15番地

石川県立こころの病院 929‐1214 石川県かほく市内高松ヤ36

特定医療法人南山会峡西病院 400‐0405 山梨県南アルプス市下宮地421

医療法人暁会仁愛病院 396‐0026 長野県伊那市西町4906

医療法人八誠会もりやま総合心療病院 463‐0074 愛知県名古屋市守山区町北11番50号

医療法人羔羊会弥生病院 441‐8106 愛知県豊橋市弥生町字東豊和96

一般財団法人信貴山病院分院上野病院 518‐0823 三重県伊賀市四十九町2888

社会福祉法人平成記念会サポートハウスココロネ住吉 658‐0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目1番1号

須磨浦病院 654‐0076 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町3丁目3-8

大矢整形外科病院 737‐0051 広島県呉市中央四丁目4番5号

公立下蒲刈病院 737‐0303 広島県呉市下蒲刈町下島2120-4

医療法人精華園海辺の杜ホスピタル 781‐0270 高知県高知市長浜251番地

社会医療法人青洲会百年橋リハビリテーション病院 810‐0005 福岡県福岡市中央区清川3-17-11

小倉南メディカルケア病院 800‐0206 福岡県北九州市小倉南区葛原東二丁目14番2号

医療法人仁愛会仁愛会病院 891‐0122 鹿児島県鹿児島市南栄5丁目10-19

住所
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